
第１回　但馬（円山川等）地域総合治水推進協議会　委員の意見と推進計画への対応（案）

番号 委員発言 対応する委員、事務局、オブザーバ等の発言

－ 計　画
各主体の
総合治水
への取組

各主体の取組が説明されたが、これらの位置
付けはどうなっているのか。

地域での総合治水への取組を知るためにお
聞きしたもので、事務局では最終的には計
画の中身に取り入れることを考えている。

反
映
済
み

新
た
に
本

文
に
反
映

各主体の取組については、モデル事
業・モデル地区として反映。

⑦ 条 例

総合治水条
例の中の
「減災」と
いう言葉

総合治水の「そなえる」を「減災」と書いて
いるのはおかしいのではないか。例えば、堤
防対策の「ながす」の中にも、明らかに「減
災」の思想がある。用語はしっかり整理した
方が良い。

兵庫県の総合治水条例では減災対策を「そ
なえる」と定義しているが、委員の意見を
踏まえ、但馬地域の総合計画では使い方を
考えさせて頂く。

反
映
済
み

新
た
に
本
文

に
反
映

但馬地域の総合治水推進計画では使い
方を考える。
「減災（ソフト）」と変更する。

⑧ 整備計画
河川整備
の実施

素案の3章では、河川整備計画のできている
ところは整備するが、河川整備計画がないと
ころはしない、というようにも読める。

河川整備の書き方については、今後検討し
たい。

反
映
済
み

新
た
に
本
文
に

反
映

河川整備計画を策定している以外の河
川についても、適切な維持管理を行う
とともに、現況の治水安全度や被災時
の社会影響等を考慮しながら、順次河
川整備基本方針を策定し、必要に応じ
て抜本的な河川改修を行うために河川
整備計画を策定する。
「3. 総合治水の推進に関する基本的な
方針」の「3.2 河川対策」に追記す
る。

⑩ 上下流
上下流の
役割

上流の山を整備する側の役割、田んぼダムに
ついても下流に流す役割という観点もある。
せっかく上下流の関係者が集まって計画を策
定するのであるから、上下流の役割というよ
うな視点を盛り込む方がいいのではないか。 －

反
映
済
み

新
た
に
本
文
に

反
映

上流、中流、下流のそれぞれの地域
が、それぞれの役割を意識し、流域全
体で取組を進める。例えば、上流は下
流への負担を軽減するため流域貯留に
取り組み、下流は上流の保水力維持の
ための森林保全などに協力する。
「3. 総合治水の推進に関する基本的な
方針」の「3.1 全般」に追記する。

⑪ 治水効果 数量的評価

田んぼダムや家庭内貯留では、どれくらいの
効果があるのか。シミュレーションをやって
みる必要がある。また、取組みは効果の見込
めるところで行うべきで、各戸貯留や水田貯
留など下流に効果がないと思われる取組みは
記載しなくてもよい。

最終的には、数値シミュレーションも実施
し、効果については次回協議会においてお
示しする。一方、数値的に効果を表せない
取り組みであっても、市民の啓発に役立つ
ものは、計画に記載していくべきと考えて
いる。

反
映
済
み

新
た
に
本
文
に

反
映

モデル地区についてシミュレーション
により対策の効果を示す。（「10. モ
デル地区での取組」）

⑫ 治水効果

総合治水
計画の内
容、計画
降雨の範
囲

この計画で、カバーできる部分がどこまでな
のかを明確に整理する必要がある。雨の降り
方によって、総合治水計画で対応できるもの
とそうでないものもあるので、降雨のあり方
等も十分に検討して頂き、計画にも盛り込ん
で頂きたい。

－

反
映
済
み

新
た
に
本
文
に

反
映

モデル地区の効果検証では前提となる
降雨の条件を示す。

項　　目 推進計画への反映
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⑬ 計　画
雨量の増加
傾向

概要資料には、全国的な大雨の増加傾向が説
明されているが、但馬でのデータを調べて、
但馬地域を背景とした総合計画として頂きた
い。

－

反
映
済
み

新
た
に
本

文
に
反
映

「1. 計画区域の概要」の「(2) 気候」
において但馬地域のデータを記載。
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不安などないように、計画に基づき粛々と
整備を進めている。

上流は、下流の整備規模以上の整備は行わ
ない全国的ルールであり、調整しながら
やっている。

⑤ 流木対策
流木対策の
考え方

但馬地域は8割が山林であり、流木対策が重
要。朝来市では、平成21年台風9号で流木に
よる甚大な被害を受けたが、流木対策をどの
ように考えているのか。

平成21年の台風9号による被災に対し、県で
は重点的に砂防ダムや治山ダムの整備を進
めており、引き続き山地・土砂防災計画を
実施している。森林の整備についても、県
では平成18年から間伐を重点的に実施して
おり、流木対策を進めている。平成21年の
災害では、災害に強い森づくりの整備地で
は被害がなかった。

反
映
済
み

本
文
に
記
載
済
み

「5.流域対策に関する事項」の「5.6
森林の整備及び保全」に記載。

⑥ 流域対策
ため池の
活用

但馬地域には、ため池が240箇所もあるとの
ことだが、農業をやらない地域が増えたりす
る中で、うまく利用すれば治水にも活用でき
るが、その管理が非常に大事である。

総合治水の中では、事前放流を実施するこ
とによって「ためる」対策に使えるのでは
ないかと考えている。保全についても、
「多面的機能支払交付金」という制度を平
成19年から実施しており、ため池の保全が
流域対策につながるように頑張っていきた
い。

反
映
済
み

本
文
に
記
載
済
み

「5.2 土地等の雨水貯留浸透機能」の
「(2) ため池の貯留機能の強化」に記
載。

⑭ 計　画
治水対策の
重要性

「治水」という本旨が薄れない計画として頂
きたい。[そなえる」ことも必要だが、やは
り「治水（河川下水道対策）」を一番の念頭
においた計画にして頂きたい。 －

反
映
済
み

本
文
に

記
載
済
み

「ながす」対策で国、県の河川改修計
画について記載。
工程の見える化の中に10年間の具体の
整備を記載。
「4. 河川下水道対策に関する事項」に
記載。

③ 河川改修

河川改修
における
上下流バ
ランス

円山川の下流域の河川改修が手付かずの所が
ある。激特事業で工事が進んでそれなりの対
策は進んだが、下流は自然保護のため浚渫も
できないと聞いており、これをクリアしても
らわないとまた災害が発生するので、下流の
改修も進めてほしい。

反
映
済
み

本
文
に
記
載
済
み

「3.総合治水の推進に関する基本的な
方針」の「3.2 河川対策」に記載。
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円山川水系自然再生推進委員会は、治水や
環境整備事業にあたって委員にご助言を頂
く委員会である。

治水の観点と自然再生の観点であり切り口
は違うが、齟齬のないように進めていきた
いと考えている。

豊岡市では、1年で7割くらいの区長が代わる
ような早いサイクルであり、意識の共有に課
題がある。区長連合会として、継続的に受け
継ぐことのできるシステムが必要であると
思っている。

豊岡市の簡易雨量計の作成の取組は、学校で
も実施したらどうか。

④ 計　画 地域連携

一つの河川で流域が複数にまたがる場合に
は、関係する市町の連携も必要である。

この会議がまさにその場であり、様々な意
見を出してもらい、総合治水計画の中にま
とめていってもらいたい。 －

⑨ 森林保全 ポット苗

森林整備にあたって、ポット苗は便利だが、
直根を伸ばして植えないと強風が吹くと倒れ
る木になるという問題があり、植栽の方法に
も問題があるのではないか。

ポット苗によって植樹した樹木の根系の緊
縛度試験では、比較的強度はあったという
ことで、必ずしもポット苗が全て悪いわけ
ではないが、欠点もあるので、十分考えて
植栽をしていきたい。

－

－

－

回
答
済
み

回
答
済
み

②
自治体
への
要望

豊岡市に
対する
要望

豊岡市への要望として、検討したい。

回
答
済
み

意
見

① 計 画
委員会の
位置付け

円山川水系自然再生推進委員会と、この委員
会の関係はどうなっているのか。

回
答
済
み
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